
◆令和６年４月１日から相続登記の申
請が義務化されました

　相続（遺言も含む。）・遺産分割によ
り不動産を取得した相続人は、その取
得を知った日、または遺産分割が成立
した日から３年以内に相続登記の申請
をする必要があります。
※正当な理由なく違反した場合、10

万円以下の過料が科される可能性が
あります。

◆相続手続きに便利！
　「法定相続情報証明制度」
　戸籍などの書類と一緒に相続関係の
一覧図を法務局に提出すると、一覧図
の写しに認証文を付し、証明書として
無料で交付する制度です。　
　さまざまな相続手続きで利用でき、
手続きの際に戸籍を何度も出し直す必
要がなくなります。

◆預けて安心！
　「自筆証書遺言書保管制度」
　自分で書いた遺言書を法務局で保管
できます。遺言書が発見されなかった
り、書き換えられたりするトラブルを
防ぐことができます。
問 津地方法務局伊賀支局
　 ☎ 21-0804

　償却資産とは、工場や商店の経営者
や駐車場・アパートを貸し出している
人が、事業のために使用する土地・建
物以外の有形資産をいいます。

（例）10kW 以上の太陽光発電設備は、
償却資産に該当し固定資産税の課
税対象となるため、収益の有無に
関係なく申告が必要

※対象者には 12 月中旬に申告書を発
送します。

【対象者】　市内で事業を行っているす
べての法人・個人

【課税対象】
◦構築物：アパートの駐輪場など
◦機械・装置：太陽光発電設備など
◦車両・運搬具（自動車税・軽自動車

税の対象となる車両は除く。）
◦工具・器具・備品

【提出方法】
　申告書に必要事項を記入の上、下記
まで。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
※便利な電子申告（e

エルタックス
LTAX）もご利

用いただけます。
※申告書が届かない場合は下記までご

連絡ください。
※申告書は市ホームページからもダウ

ンロードできます。
【提出期限】　２月２日㈪
※締め切り間際は申告が集中するた

め、早めの申告をお願いします。
問 課税課
　 ☎ 22-9614　FAX 22-9618

相続登記・遺産分割を
進めましょう

償却資産申告書を
提出してください

お知らせ

◆第５次伊賀市男女共同参画基本計画
（中間案）

　令和８年～ 12 年度を計
画期間とする第５次伊賀市
男女共同参画基本計画の中
間案について意見を募集します。

【閲覧場所】
　市ホームページ・本庁舎２階人権政
策課・ハイトピア伊賀４階男女共同参
画センター・各支所・各地区市民セン
ター

【提出方法】
　ウェブフォームまたはご意見記入用
紙に、氏名・住所・電話番号・「該当ペー
ジ・該当箇所」とそれに対する「意見
内容」を記入し、下記まで。持参の場
合は、各支所窓口でも受け付けます。

【受付期間】　12 月５日㈮〜
　１月５日㈪　午後５時必着
問 人権政策課
　 ☎︎ 22-9632　FAX 22-9666
　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

◆一般廃棄物処理基本計画（中間案）
　市では、ごみや生活排水
を適正に処理するため、「伊
賀市一般廃棄物処理基本計
画」を策定しています。現在の計画期
間満了に伴い、次期一般廃棄物処理基
本計画（令和８～ 17 年度）の中間案
について意見を募集します。

【閲覧場所】
　市ホームページ・本庁舎１階ロビー・
廃棄物対策課（さくらリサイクルセン
ター内）・各支所・各地区市民センター

【提出方法】
　ウェブフォームまたはご意見記入用
紙に、氏名・住所・電話番号・「資料
名」・「該当ページ・該当箇所」とそれ
に対する「意見内容」を記入し、下記
まで。持参の場合は、各支所窓口でも
受け付けます。

【受付期間】　12 月 3 日㈬～
　１月６日㈫　午後５時必着　
問 廃棄物対策課
　 ☎︎ 20-1050　FAX 20-2575
　 haikibutsu@city.iga.lg.jp

◆伊賀市歴史的風致維持向上計画（第
２期）（中間案）

　豊富な歴史的資源を生か
したまちづくりを推進する
ために「伊賀市歴史的風致
維持向上計画（第２期）」について意
見を募集します。

【閲覧場所】
　市ホームページ・本庁舎３階文化財
課・各支所・各地区市民センター

【提出方法】
　ウェブフォームまたはご意見記入用
紙に、氏名・住所・電話番号・「件名」・

「該当ページ・該当箇所」とそれに対
する「意見内容」を記入し、下記まで。
持参の場合は、各支所窓口でも受け付
けます。

【受付期間】　12 月１日㈪〜
　１月９日㈮　※必着
問 文化財課
　 ☎︎ 22-9678　FAX 22-9667
　 bunkazai@city.iga.lg.jp

◆第５次伊賀市地域福祉計画（中間案）
　令和８～ 12 年度を計画
期間とする第５次伊賀市地
域福祉計画の中間案につい
て意見を募集します。

【閲覧場所】
　市ホームページ・本庁舎１階ロビー・
本庁舎２階医療福祉政策課・各支所・
各地区市民センター

【提出方法】
　ウェブフォームまたはご意見記入用
紙に、氏名・住所・電話番号・「該当ペー
ジ・該当箇所」とそれに対する「意見
内容」を記入し、下記まで。持参の場
合は、各支所窓口でも受け付けます。

【受付期間】　12 月５日㈮～
　１月３日㈯　午後５時必着
問 医療福祉政策課
　 ☎︎ 26-3940　FAX 22-9673
　 iryoufukushi@city.iga.lg.jp

市民意見（パブリックコメント）を募集します

※提出いただいた意見は検討資料とし、市ホームページで公表します。
※個別の回答は行わず、いただいた意見は返却しません。

皆さんの声をお聞かせください
多文化共生課
☎ 22-9702

伊賀市でくらす
外国人のための
生活ガイドブック
市役所での手続きや
生活情報が書いてあります。

問

【募集人数】
◦看護師：10 人程度
◦介護福祉士：5 人程度
◦薬剤師：1 人
◦理学療法士：1 人
◦作業療法士：1 人
◦言語聴覚士：1 人　　　

【採用予定日】　令和８年４月１日
【選考方法】　適性検査・作文・面接
【試験日】　２月６日（金）
※時間などは応募者に後日お知らせし

ます。
【応募方法】　申込書を持参または郵
送（簡易書留）で下記まで。申込書は
上野総合市民病院にあるほか、ホーム
ページからダウンロードできます。

【応募期限】
　試験日の 14 日前　午後５時 15 分

（土・日曜日、祝日、12 月 29 日～１
月３日を除く。）　※必着
※応募資格や勤務条件など、詳しくは

ホームページをご覧ください。

申・問 上野総合市民病院病院総務課
　　 ☎ 41-0065　FAX 24-1565

上野総合市民病院で
働く人を募集します

看護師 薬剤師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

介護福祉士

　消防職員と消防団員の士気高揚と、
市民の皆さんの消防への理解と信頼、
防火意識を高めるために行います。

【と　き】　１月 10 日㈯
　　　　　午前 10 時～正午

【ところ】　伊賀市文化会館

問 消防総務課
　 ☎ 24-9100　FAX 24-9111

令和８年
伊賀市消防出初式

【と　き】　12 月 23 日㈫
　　　　　午後１時 30 分～４時

【ところ】　本庁舎　２階会議室 202
※認知症の人が参加する場合は、事前

に連絡してください。
問 地域包括支援センター
　 東部サテライト
　 ☎ 45-1016　FAX 45-1055

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

　平和を守り、未来を
創る。自衛官候補生を
募集しています。
　「人を守るというやりがい」、「多
種多様な職種・職域」、「充実した
教育による人材育成と成長」があ
る仕事です。
　下記まで気軽にご相談くださ
い。応募をお待ちしています。

【受付期間】　年間を通じて募集
【応募資格】
　日本国籍を有する 18 歳以上
33 歳未満の人

申・問 自衛隊三重地方協力本部
　　 伊賀地域事務所
　　 ☎ 21-6720

自衛官候補生の募集

三重地本
ホームページ みえびくん

自衛官
募集中

問 広聴広報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9672

行政だより「ウィークリー伊賀市」
市公式YouTubeチャンネルで配信中！

消費生活相談窓口
　悪質商法や契約トラブルなど消費
生活で困った時は、ひとりで悩まず、
消費者ホットライン
まで気軽にご相談ください。

☎188
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